
様式６の１（第１９条、第２２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県高等学校等修学奨学金奨学生の申込みをする方へ 

 

 

  三重県高等学校等修学奨学金（以下「奨学金」といいます。）奨学生としての

採用を希望する方は、必ず下記の事項をよく読み、あらかじめご理解ください。 

 

○奨学金の目的を知ってください。 

奨学金は、勉学意欲がありながら、家計が苦しいなどの「経済的理由」により

進学することが難しい人が借りるための制度です。 

あなたが進学したあかつきには、ご自身が奨学金を受けて学業その他の学校生

活に励む「奨学生」であることを常に意識し、奨学生としてふさわしい学校生活

を送っていただくことが重要です。 

奨学生として勉学に励み、確実に卒業する意欲を持って申し込んでください。 

 

○奨学金は「借りる」ための制度です。 

奨学金は、あなたが三重県から借りるものです。そのため、卒業後は一定のル

ールに従って、必ず全額を返さなければなりません。 

奨学金を借りるのは、保護者の方ではなく、あなたです。あなたが高校（又は

大学・短大など）を卒業した後、就職して得る給料等により、あなた自身が奨学

金を返すことを、理解しておいてください。 

 

○あなたからの返還金が次の世代への奨学金になります。 

将来、あなたが返す奨学金は、もう一度三重県の財産となり、次の世代の高校

生が借りる奨学金のための資金になります。そして、次の世代の高校生は、その

資金の中から奨学金を借り、進学することになります。 

万が一、あなたが返さなかった場合、次の世代の高校生が借りる奨学金のため

の資金が不足し、奨学金制度が続けられなくなるおそれがあります。その結果、

奨学金が借りられず、経済的な理由で進学することができなくなる人が出てくる

かもしれません。 

奨学金をきちんと返すことの重要性を十分に理解してください。 



様式６の２（第１９条、第２２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県高等学校等修学奨学金奨学生の申込みをする保護者の方へ 

   

 

下記の事項は、申込者ご本人へのお知らせにも記載させていただきましたが、

保護者様におかれましても、奨学生の申込みをしていただくにあたって、あらか

じめご理解いただきますようお願いします。 

 

○「三重県高等学校等修学奨学金奨学生の申込みをする方へ」をよく読ん

でください。 

奨学生の申込みを希望する方には、申込者ご本人へのお知らせとして「三重県

高等学校等修学奨学金奨学生の申込みをする方へ」をお渡ししてあります。これ

には、奨学生になった場合の心構え等、重要な事項を記載していますので、保護

者様におかれましても、内容をよく読んでいただき、ご本人がその内容を理解す

るよう、ご指導をお願いします。 

 

○奨学金の目的を知ってください。 

奨学金制度は、勉学意欲がありながら、経済的理由で修学が困難な方に利用し

ていただくための制度です。 

この制度趣旨を十分にご理解いただき、進学後は、ご本人が常に奨学生として

の自覚を持って学業その他の学校生活に励んでいただくことができるよう、ご指

導ください。 

 

○返還の必要性についてご理解ください。 

奨学金制度は、貸与を受けた方からの返還金を財源として運営されています。

そのため一部でも返還が滞った場合、今後の奨学金事業の運営に支障が生じま

す。 

奨学金を返還していただくことの重要性を十分ご理解ください。 

 

 


